
守口市長殿
令和　　　年　　　月　　日

■ 便箋または白紙に次の①～⑥の項目について記載し郵送してください。
右の用紙を使用しても結構です。切り取ってご使用ください。
※なお、⑦は該当者のみ記載ください。

① 氏名（ふりがな）
② 生年月日
③ 現住所
④ 電話番号（携帯でも可）
⑤ 証明書の提出先（又は請求理由）
⑥ 何年分の所得証明が必要なのかと必要部数

※記載例※

令和6年度の証明を１部 （令和5年1月～12月中の所得の証明）
令和5年度の証明を１部 （令和4年1月～12月中の所得の証明）

＜注意＞市民税の証明は、年度での証明になります。
　　　　　　また、前年中所得の証明は、毎年６月に市府民税の課税決定後に
　　　　　　発行します。

⑦ 現在、守口市に住んでおられない場合は、守口市に住んでおられたときの最終住所

■ 証明手数料は、１通につき　３００円です。
手数料については、郵便局で「定額小為替」を購入してください。
必要な部数×３００円の定額小為替を購入し、同封してください。
※購入の際は、別途手数料がかかる場合がございます。
　 詳しくは郵便局にお問い合わせください。

■ 返信用の封筒を同封してください。
※お手数ですが、１１０円分の切手を貼って、宛名を書いてください。 ① 氏名（ふりがな）

■ 本人確認のできる顔写真付き書類のコピーを同封してください。 ② 生年月日
③ 現住所
④ 電話番号（携帯でも可）
⑤ 証明書の提出先（又は請求理由）
⑥ 何年分の所得証明が必要なのかと必要部数

※ 不明な点などがありましたら、下記にお問い合わせください。 ⑦ 現在守口市に住んでおられない場合は、
守口市に住んでおられたときの最終住所

〒５７０－８６６６
大阪府守口市京阪本通２丁目５番５号

【直通】 電話（０６）６９９２－１４５６

守口市役所　課税課

⑥

⑦
守口市

② 大　・　昭　・　平　・　令　　　　　年　　　　月　  　日生

例：個人番号カード（マイナンバーカード）、運転免許証、パスポート、などの有効期限内のもの

郵送による個人の所得（課税・非課税）証明について

市府民税　課税（非課税）証明書交付申請書

①
（ふりがな）

③

④ ―　　　　　　　　　　　―

⑤


